
千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 市長は、ごみの減量化及び再資源化を促進するとともにごみに対する市民の関心

を高め、資源の有効利用に対する意識の向上を図るため、拠点回収を行う資源回収登録

団体に対し、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則

第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、当該団体に対し資源回収促進奨

励補助金（以下「補助金」という。）を交付する。  

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げる

とおりとする。  

（１）資源物  市内の家庭及び市に届出をした別表第１に定める事業所から排出される廃

棄物のうち再生可能な古紙（次に定めるものを除く。）及び布類（家庭から排出されたも

のに限る。）をいう。  

ア 別表第１に定める事業所以外の事業所から排出されるもの  

イ 紙製造業及び製本業の事業に伴い排出されるもの  

ウ 工作物の新築、改築（増築を含む。）及び除去に伴い排出されるもの  

（２）加盟業者 千葉市再資源化事業協同組合に加盟している資源回収業者をいう。  

（３）拠点回収  資源物を決められた集積場所（各家庭の玄関前を除く。）に持ち寄り、そ

の集積場所で加盟業者に引き渡すことをいう。  

（４）資源回収登録団体 拠点回収を継続的に実施する町内自治会、子ども会、老人クラ

ブ及び婦人会等（営利を目的とする団体を除く。）で、第５条第１項の規定により市に

登録した団体をいう。  

（５）戸別回収 資源物を各家庭の玄関前に持ち寄り、その集積場所で加盟業者に引き渡

すことをいう。  

（６）戸別回収登録団体 戸別回収を継続的に実施する町内自治会、子ども会、老人クラ

ブ及び婦人会等（営利を目的とする団体を除く。）で、市に登録した団体をいう。  

 

（補助事業）  

第３条 補助金の交付対象となる事業は、資源回収登録団体が行う拠点回収とする。  

 

（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、補助事業を実施した月当たり５００円に資源回収登録団体が加盟

業者に引き渡した資源物の重量１キログラム当たり２円を乗じた額を加える。  

 

（団体の届出・変更等）  

第５条 資源回収登録団体の登録を希望する団体は、資源回収登録団体登録届出書（様式

第１号）により市長に届け出なければならない。  

２ 前項の団体は、概ね２０世帯以上が加入していることを要する。ただし、市長が特に

認めるときはこの限りでない。  

３ 第１項の規定により登録した事項に変更が生じた場合又は登録を抹消する場合は、資

源回収登録団体登録変更・抹消届出書（様式第２号）により速やかに市長に届け出なけ

ればならない。  

 

（登録の取消し）  



第６条 市長は、前条第１項の資源回収登録団体が虚偽の届出をし、又は拠点回収を継続

的に実施することが困難であると認めるときは、当該団体の登録を取り消すことができ

る。  

２ 市長は、前項の規定により資源回収登録団体の登録を取り消したときは、その理由を

付し、資源回収登録団体登録取消通知書（様式第３号）により、当該団体に通知するも

のとする。  

 

（参加事業所の届出・変更等）  

第７条 資源回収登録団体が別表に定める事業所から排出される資源物（古紙に限る。）を

回収しようとするときは、その事業所に係る事項を集団回収参加店舗・事務所等届出書

（様式第９号）により市長に届け出なければならない。  

２ 前項の届出事項に変更が生じた場合又は届出を抹消する場合は、集団回収参加店舗・

事務所等変更・抹消届出書（様式第１０号）により速やかに市長に届け出なければなら

ない。  

 

（交付申請）  

第８条 資源回収登録団体は、補助金の交付の申請をしようとするときは、資源回収促進

奨励補助金交付申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請書は、原則として次の各号に掲げる引き渡し期間に応じ、それぞれ当該各

号に定める期限までに提出しなければならない。ただし、第１号から第３号の期間にお

いて、やむを得ず期限までの提出ができない場合で市長が認めるときは、当該年度の末

日まで延長することができる。  

（１） ４月から同年  ６月まで   同年 ７月１０日  

（２） ７月から同年  ９月まで   同年１０月１０日  

（３）１０月から同年１２月まで    翌年 １月１０日  

（４） １月から同年  ３月まで   同年 ３月３１日  

 

（補助金の交付決定及び額の確定）  

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査

し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、交付額の確定をするもの

とする。  

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定し、交付額を確定したときは、当該

資源回収登録団体に資源回収促進奨励補助金交付決定兼額確定通知書（様式第５号）に

より、通知するものとする。  

 

（交付請求等）  

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた資源回収登録団体は、資源回

収促進奨励補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出することにより補助金の交付

を請求するものとする。  

２ 補助金の交付は、資源回収登録団体が指定した金融機関の口座に振り込むことにより

行うものとする。  

 

（補助金の不交付及び返還）  

第１１条 市長は、資源回収登録団体が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付

を受けようとしたとき又は受けたときは、それぞれ交付しないことを決定し、又は交付

した補助金の全部若しくは一部について返還を命じることができる。  



２ 市長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したとき又は返還を命じるときは、

それぞれ資源回収促進奨励補助金不交付決定通知書（様式第７号）又は資源回収促進奨

励補助金返還命令書（様式第８号）により、当該団体に通知するものとする。  

 

（戸別回収登録団体への準用）  

第１２条 第５条第３項及び第６条から第８条までの規定は、戸別回収登録団体について

準用する。この場合において、第５条第３項中「資源回収登録団体登録変更・抹消届出

書（様式第２号）」とあるのは「戸別回収登録団体登録変更・抹消届出書（様式第１１号）」

と、第６条第１項中「拠点回収を継続的に実施すること」とあるのは「戸別回収を継続

的に実施すること」と、同条第２項中「資源回収登録団体登録取消通知書（様式第３号）」

とあるのは「戸別回収登録団体登録取消通知書（様式第１２号）」と、第８条第１項中「規

則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとする資源回収登録団体」とあるのは

「戸別回収登録団体」と、「資源回収促進奨励補助金交付申請書（様式第４号）」とある

のは「戸別回収実績報告書（様式第１３号）」と、同条第２項中「申請書」とあるのは「報

告書」と読み替えるものとする。  

 

（委任）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境局長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２年７月１日から施行し、同日以後に実施された補助事業に係る予算

の執行から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成２年８月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の予算に係る補助金から

適用する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則  



この要綱は、平成２９年２月１６日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

２ 改正前の要綱の規定により戸別回収を行っている資源回収登録団体は、前項の施行日

に戸別回収登録団体として登録する。  

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分

の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  

    附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分

の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  

 

 

別表  

回収できる事業所  業種  従業員数  

中小企業基本法（昭和３８年７月２０日法律

第１５４号）第２条第５項に規定する小規模

企業者  

商業・サービス業  ５人以下  

製造業  ２０人以下  

 



様式第１号 

資源回収登録団体登録届出書 
 

       年   月   日 
（あて先） 千葉市長 

                                 

資源回収登録団体として登録を受けたいので、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要第５条第１項の

規定により次のとおり届け出ます。 

 

代表者は、貴団体の代表権限のある方（会長、PTA会長、理事、代表など）を届け出てください。 

また、本届出書を代表者が作成しない場合、「氏名」欄には代表者による署名または押印が必要です。 

団体の名称  

代表者 
役職名  

フリガナ  

氏名  

住所  

担当者連絡先 

氏名  

電話番号  

メール 
アドレス 

 

参加世帯数 
世 

世帯 
回収実施区域  

実施状況 
 

※２、３の場合
業者名と回収
頻度を記入 

 １．新規（業者未定）    ２．新規（業者内定）      ３．活動中 

業者名 回収頻度（○か月に○回） 

  

 

振込先口座（今後、補助金を交付する際の受領口座を指定してください。） 

銀  行 

信用金庫 

農  協 

信用組合 

本店 

支店 

営業部 

出張所 

支店コード 

普通 ・ 当座  

口座番号  

口座名義フリガナ  

口座名義  

 団体名・代表者名と異なる口座に振り込む場合は、別途「委任状」の提出が必要です。 

該当する場合は、改めて市から連絡いたします。 

 

お願い：本届出書提出後、市から登録番号の通知がありますので業者へ正確に伝えてください。 

業者未定の団体には千葉市再資源化事業協同組合を通じて紹介されます。 

 
※千葉市使用欄   下記には記入しないでください。 

 
 
 
 

受付  組合  団体  入力  



 

資源回収登録団体（登録変更・抹消）届 
 

    年   月   日 

（あて先） 千葉市長 

                                  

変更前の代表者（現在登録されている代表者により届け出てください。）  

代表者住所              

団 体 名             

役 職 名      代表者氏名※               

※本届を変更前の代表者本人が作成しない場合、署名又は押印が必要です。 

連絡先電話番号      （    ）                

メールアドレス            

団体登録変更等について、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第５条第３項の規定により次のとおり

届け出ます。 

 

１．団体登録変更 

変更後の団体名/代表者情報（変更のあった項目のみ記入してください。） 

団体名  

役職名  氏名（フリガナ）  

住所 〒   －     

電話番号  メールアドレス  

 

変更後の振込先口座 （団体名や代表者名に変更がある場合は必ず記入してください。） 

銀  行 

信用金庫 

農  協 

信用組合 

本 店 

支 店 

営業部 

出張所 

支店コード 
普通 

・ 

当座 

口座番号 

  

口座名義フリガナ  

口座名義  

 ※団体名・代表者名と異なる口座に振り込む場合は、別途「委任状」の提出が必要です。 

変更年月日  備考  

 

２．登録抹消 

抹消年月日  

抹消理由  

 

※千葉市使用欄（下には記入しないでください） 

 

 

 

様式第２号 
登録番号    －     

受付  入力  組合  



様式第３号 

 

千葉市指令環収  第  号 

年  月  日 

 

 

資源回収登録団体登録取消通知書 

 

 団体名 

 氏 名         様 

 

                   千葉市長  印  

 

 資源回収登録団体の登録について、下記の理由により取り消したので、千葉市資

源回収促進奨励補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

資源回収促進奨励補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

（あて先） 千 葉 市 長 

申請者住所               

団 体 名                      

右上の登録番号も記入してください。 

役 職 名         申請者氏名※          

※当申請書を申請権限のない人が作成する場合、署名又は押印が必要です。 

連絡先電話番号      （    ）             

メールアドレス            

 

次のとおり資源回収促進奨励補助金の交付を受けたいので、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第８条第

１項の規定により次のとおり申請します。 

 

回収実績（計量伝票の内容を転記してください） 

 月分 月分 月分 期間内合計 

日着手/  日完了 日着手/  日完了 日着手/  日完了 

新聞 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

雑誌・雑紙 ㎏ ㎏ ㎏ 
㎏ 

段ボール ㎏ ㎏ ㎏ 
㎏ 

紙パック ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

布類 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

合計 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏－① 

＜注意点＞同じ月の計量伝票が２枚以上あるときは、品目ごとに合計した数量を記入してください。 

 

補助金申請額 

回収量補助金額       kg（①） × 2円  ＝        円－② 

実施月補助金額       か月分    × 500円 ＝        円－③ 

補助金申請額             円（②＋③） 

 

※千葉市使用欄（以下には記入しないでください） 

 

 

 

 

様式第４号 
登録番号    －     

受付  回収量  入力  



様式第５号 

千葉市指令環収  第  号 

 

 

 

様 

 

 

資源回収促進奨励補助金交付決定兼額確定通知書       

 

     年  月  日付け申請のあった資源回収促進奨励補助金
について、次のとおり交付決定及び確定をしたので千葉市資源回収促
進奨励補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

                   千葉市長  印  

          

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定額                  円 
 
２ 補助金交付確定額             円 

 

 

  ※なお、補助金は資源回収促進奨励補助金口座指定書に記載された金融機関の口座に  

  振り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第６号 
登録番号    －     

 

資源回収促進奨励補助金交付請求書 

 

                            年  月  日 

（あて先）千葉市長  

           

請求者住所          

団 体 名          

右上の登録番号も記入してください。 

役 職 名      請求者氏名※             

※当請求書を請求権限のない人が作成する場合、署名又は押印が必要です。 

 

 

     年   月   日付け千葉市指令環収第    号により交付決定のあった補

助金の交付を次のとおり受けたいので、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第１０

条第１項の規定により請求します。 

 

 
 

交付請求額 

 

                                       円 

添  付  書  類 資源回収促進奨励補助金交付決定通知書の写し 

 



様式第７号 

 

千葉市指令環収  第  号 

年  月  日 

 

 

資源回収促進奨励補助金不交付決定通知書 

 

 団体名 

 氏 名         様 

 

                   千葉市長  印  

 

     年  月  日付け申請のあった資源回収促進奨励補助金について、

下記の理由により不交付決定としたので、千葉市資源回収促進奨励補助金交付

要綱第１１条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 不交付決定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第８号 

 

千葉市指令環収  第  号 

年  月  日 

 

 

資源回収促進奨励補助金返還命令書 

 

 団体名 

 氏 名         様 

 

                   千葉市長  印  

 

     年  月  日付け交付した資源回収促進奨励補助金について、下記

の理由により返還を命じるので、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第１１

条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付額 

           円 

 

 ２ 返還期限      年  月  日迄 

 

 

 ３ 返還を命じる理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第９号 

 

集団回収参加店舗・事務所等届出書 

 

    年  月  日 

（あて先） 千葉市長 

 

                                        住所 〒      千葉市     区                 

                                       

                                        団体名                             

 

                                        代表者氏名                             

 
                                        連絡先電話番号       （      ）          
 
                                        電子メールアドレス                       
 

店舗・事務所等から排出される古紙の回収について、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱  第７条第１項 

第１２条の規定により準用する第７条第１項 

の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

参加店舗・事務所等記載欄 

No 店舗・事務所等名 所 在 地 代表者名 電話番号 業種 従業員数 

         区    人 

         区    人 

         区    人 

         区    人 

         区    人 

         区    人 

         区    人 

※参加店舗・事務所等記載欄の内容については、店舗・事務所等の方に自署をお願いしてください。 

 

登録番号 
   

－ 
    



様式第１０号 

 

集団回収参加店舗・事務所等変更・抹消届出書 

 

    年  月  日 

（あて先） 千葉市長 

 

                                        住所 〒      千葉市     区                 

                                       

                                        団体名                             

 

                                        代表者氏名                           

 
                                        連絡先電話番号      （     ）            
 
                                        電子メールアドレス                       
 

店舗・事務所等から排出される古紙の回収について、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱  第７条第２項 

第１２条の規定により準用する第７条第２項 

の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

参加店舗・事務所等記載欄 

No 店舗・事務所等名 所 在 地 代表者名 電話番号 業種 従業員数 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

     区    人 追加・抹消 

※追加の場合、参加店舗・事務所等記載欄の内容については、店舗・事務所等の方に自署をお願いしてください。抹消の場合は店舗・事務所等名部分のみの記入で結構

です。 

登録番号 
   

－ 
    



様式第１１号 
登録番号    －     

 

戸別回収登録団体（登録変更・抹消）届 

 
     年   月   日 

（あて先） 千葉市長 
                        

                                                  

                                                  

変更前の代表者（現在登録されている代表者により届け出てください。） 

代表者住所      千葉市    区      

団 体 名         

代表者氏名         

連絡先電話番号   （  ）    

メールアドレス         

  

団体登録変更等について、千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第１２条の規定により準用する第５条

第３項の規定により下記のとおり届け出ます。 
 

１．団体登録変更 

変更後の団体名/代表者（変更のあった項目のみ記入してください） 

団体名  

氏名  氏名フリガナ  

住所 〒   －     

電話番号  メールアドレス  

 

変更年月日  備考  

 

２．登録抹消 

抹消年月日  

抹消理由  

 

 

 

 

 

 

 

※千葉市使用欄（以下には記入しないでください） 

 

 

 

受付  入力  組合  



様式第１２号 

 

千葉市指令環収  第  号 

年  月  日 

 

 

戸別回収登録団体登録取消通知書 

 

 団体名 

 氏 名         様 

 

                   千葉市長  印  

 

 戸別回収登録団体の登録について、下記の理由により取り消したので、千葉市資

源回収促進奨励補助金交付要綱第１２条の規定により準用する第６条第２項の規

定により通知します。 

 

記 

 

 取消しの理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

 

  



様式第１３号 
登録番号    －     

 

 

戸別回収実績報告書 

 

  年  月  日 

（あて先） 千 葉 市 長 

 

住 所                          

団 体 名                         

代表者氏名                          

連絡先電話番号     （     ）              

メールアドレス                          

 

千葉市資源回収促進奨励補助金交付要綱第１２条の規定により準用する第８条第１項の規定により次のと

おり報告します。 

 

回収実績（計量伝票の内容を転記してください） 

 
   月分    月分   月分 

期間内合計 
日着手/  日完了 日着手/  日完了 日着手/  日完了 

新聞 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

雑誌・雑紙 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

段ボール ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

紙パック ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

布類 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

合計 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

＜注意点＞同じ月の計量伝票が２枚以上あるときは、品目ごとに合計した数量を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

※千葉市使用欄（以下には記入しないでください） 

 

 

受付  回収量  入力  


